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利子・信用保証料補給制度 
市では、船橋市中小企業融資制度等利用者の費用負担を軽減するため、利子・信用保証料補給を実施しています。 

本融資制度分  
（注）※条件変更により延長した期間の返済に係る利息・保証料は 

対象外です。 

※利子補給率が融資利率を上回ることはありません。 

 
対象者には毎年１月より順次申請書等を送付いたします。 
申請がない場合は補給されません。 

要件 

1.市内に事業所を有し、同一の事業を引き続き営んでいること。  

2.融資を受けた対象資金の返済を延滞していないこと。  

3.市税を滞納していないこと。  

対象額 融資を受けた対象資金の全額  

期間 対象資金の融資期間  

補給率 上記一覧表のとおり  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資 金 名 融資申込対象者・特記事項 
融資限度額 
※各資金合計 

8,000万円以内 

資金 
使途 

返済期間 
償還 
方法 

融資利率 
(固定金利) 

保証人

及び 

担 保 

利 子 
補給率 

信用保証料 

(注６) 

信用 
保証料 
補 給 

金融機関 

責任共有 

(注 1) 

取扱金融機関 

小口零細企業資金 
【一般保証】 

１．上記申込要件をすべてみたすこと。 

２．常時使用する従業員が 20 人以下（商業又はサービス業（宿泊業・娯楽業を
除く）にあっては 5 人以下）の会社及び個人であること。 

３．保証協会の利用残高が総額 2,000 万円以下の者。 

４．特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は除く。 

2,000 万円以内 
運転 

 

設備 

7 年 

以内 

◆ 

一
括
返
済
の
場
合
は
１
年
未
満
（ 

短
期
運
転
資
金
は

１０
か
月
以
内 

） 

◆ 

元
金
均
等
・
割
賦
償
還 

◆ 

据
置
期
間
は
1
年
以
内( 

短
期
運
転
資
金
は

１０
か
月
以
内 

) 

1 年以内 

年 1.9％ 

 

 

1 年超え 

3 年以内 

年 2.1％ 

 

 

3 年超え 

5 年以内 

年 2.3％ 

 

 

5 年超え 

7 年以内 

年 2.6％ 

 

 

7 年超え 

10 年以内 

年 2.9％ 

◆
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る 

1.0％ 

信用保証協会にて 

保証料率を決定 
 

保証料率表 

責任共有 
対象 

責任共有 
対象外 

0.45% 0.50% 

0.60% 0.70% 

0.80% 0.90% 

1.00% 1.10% 

1.15% 1.35% 

1.35% 1.60% 

1.55% 1.80% 

1.75% 2.00% 

1.90% 2.20% 
 

◆
信
用
保
証
協
会
が
決
定
し
た
保
証
料
の
保
証
料
率
が

1.35
％
を
超
え
た
場
合
、
決
定
保
証
料
率
か
ら

1.35
％
を
減
じ
て 

算
定
し
た
額
を
補
給
（ 

保
証
料
率
は
、
信
用
保
証
協
会
が
申
込
人
に
発
行
す
る
「 

信
用
保
証
決
定
の
お
知
ら
せ
」
に
記
載
） 

（ 

注
３
・
４) 

対象外 

◇千葉銀行（支店名） 
船橋 船橋北口 西船橋 津田沼 高根台 

習志野台 二和向台 中山 小室 薬円台 

津田沼駅前 鎌ケ谷 白井 実籾 八千代

緑が丘 
 

◇京葉銀行（支店名） 
船橋 船橋駅前 北習志野 二和向台 新
船橋 高根 馬込沢 中山 津田沼 藤崎 

実籾 八千代緑が丘 鎌ヶ谷 新鎌ヶ谷 

白井 
 

◇千葉興業銀行（支店名） 
船橋 夏見 薬円台 中山 原木中山 津田

沼 習志野 鎌ケ谷 白井 勝田台 新八千
代 八千代 花見川 米本 村上 八幡 
 

◇東京東信用金庫（支店名） 
船橋 馬込 三咲 津田沼 本八幡 
 

◇千葉信用金庫（支店名） 
三山 津田沼 
 

◇東京ﾍﾞｲ信用金庫（支店名） 
高根 大野 
 
◇みずほ銀行（支店名） 
船橋 西船橋 津田沼 鎌ヶ谷 
（ご相談窓口：法人営業オフィス） 
 
◇三菱 UFJ 銀行（支店名） 
船橋 船橋駅前 津田沼 
（ご相談窓口：船橋） 
 
◇りそな銀行（支店名） 
船橋 津田沼 北習志野 
 
◇三井住友銀行（支店名） 
船橋 船橋北口 津田沼駅前 
（ご相談窓口：千葉法人営業部） 
 
◇きらぼし銀行（支店名） 
船橋 
 
◇商工組合中央金庫（支店名） 
千葉 
 
◇常陽銀行（支店名） 
船橋 

普通事業資金 
【一般保証】 

１．上記申込要件をすべてみたすこと。 
※ 普通事業資金の年度内利用回数は 3回まで 

5,000 万円以内 

対象 

設備改善資金 
【一般保証】 

3,000 万円以内 設備 
10 年 

以内 

個人による創業や 

新たに会社を設立する場合 

１. 個人が新たに市内で事業を開始すること。または、事業を営んでいない個
人が新たに設立する会社が市内で事業を開始すること。 

２. 市内で事業を開始した日以後 5 年を経過しておらず、かつ、引き続き市内
に事業所を有すること。 

３. 原則として創業して 1 年未満のものは、市で行う経営相談を受けること。
（もしくは、特定創業支援等事業の修了でも可。） 

４. 特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）は除く。 

2,000 万円以内 

運転 

 

設備 

運転資金 

5 年 

以内 
 

設備資金 

7 年 

以内 

2.0％ 
一定料率 

0.80％ 
対象外 

創業支援資金 
【創業関連保証】 

特定中小企業者対策資金 
【セーフティネット保証、 

東日本大震災復興緊急保証】 

１. 上記申込要件をすべてみたし、次の 2～4 のいずれかに該当すること。 

２. 中小企業信用保険法第 2 条第 5 項の第 1 号から 8 号の要件に該当して市区
町村長の認定を受けた特定中小企業者（注 5）（第 1・第 3・第 4 号該当者
は、被害を受けた回収困難な額以内の申込みとする。）であること。 

３. 東日本大震災復興緊急保証認定を受けた中小企業者であること。 

４. 原発事故に係る緊急事態応急対策実施区域内に事業所を有していた中小企
業者であること。 

2,000 万円以内 

 

借換の場合は 

3,000 万円以内 

運転 

7 年 

以内 

2.0％ 

 
※7 号認
定の場合

は 1.0％ 

一定料率 

1～4・6 号：0.8％ 

5・7・8 号：0.68％ 

対象外 

 

5・7・8

号 

認定は 

対象 

災害復旧資金 
【一般保証、災害関係保証】 

１. 上記申込要件をすべてみたすこと。 

２. 市が発行する被災証明書（火災の場合は罹災証明書）を受けている
こと。 

1,000 万円以内 
運転 

設備 

2.0％ 

(注 2)① 

上記保証料率表 

(注 2)② 

対象 

(注 2)③ 

短期運転資金 
【一般保証】 

１. 上記申込要件をすべてみたすこと。 1,200 万円以内 運転 
1 年 

以内 
0.5％ 上記保証料率表 対象 

全資金共通の融資申込要件

①  市内に事業所を有し、同一の事業を市内で 1 年以上継続して営んでいること。ただし、創業支援資金

を除く。※法人組織への改組等をした場合は改組等前の事業歴を含みます。事業、資産及び負債等を承継していることが条件です。 

②  申込者が船橋市税を滞納していないこと。ただし、創業支援資金の申込者は市区町村税の滞納がない

こと。連帯保証人を付す場合は、連帯保証人が市区町村税の納税者で滞納していないこと（分納の未

納は滞納とみなします）。 

③ 千葉県信用保証協会の信用保証を受けられること。 

 

 

 

 

 

(注1) 責任共有が「対象外」の資金は、金融機関に対し信用保証協会が信用リスクを 100％保証します。「対象」の資金は、信      
用保証協会が 80％の保証をし、20％は金融機関が負担します。 

 
(注2) 災害関係保証が適用される場合、①利子全額補給、②保証料率 0.8％、③責任共有対象外となります。 

 
(注3) 船橋市障害者雇用優良事業所表彰を受けた際の表彰状の写しを添付した場合、信用保証料は全額補給となります。 

 
(注4) 船橋市の創業支援等事業計画に位置付けられた特定創業支援等事業を修了したことを市長が証明する書類の写しを添付

した場合、創業支援資金についての信用保証料は全額補給となります。 
 

(注5) 特定中小企業者（中小企業信用保険法第 2 条第 5 項に係るセーフティネット保証）とは、取引先企業等の倒産、特定業
種の業況悪化、取引金融機関からの借入れ減少（いずれも経済産業大臣が指定した企業・業種・金融機関）、取引金融
機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じていると市区町村長が認定した企業です。1 号から 8 号まで
の認定があります。詳細は、中小企業庁のホームページをご覧いただくか、商工振興課までお問い合わせください。 

 
(注6) 保証料上乗せによる経営者保証の提供を不要とする信用保証制度の上乗せした保証料率については補給対象外です。 

資金使途の制限 市内事業所の設備及び運転資金に限ります。土地の取得資金、税金の支払資金、借入金の返済資金、 
代表取締役を含む役員報酬、生活・住宅・投機に係る資金としては申込みできません。 

 

。 設 備 資 金 
設備資金の申込限度額は、見積金額の９割以内です。融資貸付実行前に着手金等を支払った場合は、着手金を除いた額の 90％以内が

申込限度額です。融資後、設備購入金額が融資決定金額を下回る場合、一部償還していただく事になりますので、申込時には最終的な見

積書を提出してください。 

また、融資貸付実行後、市より「設備完了届、領収書又は振込依頼等の控えの写し、自動車検査証及び自動車検査記録事項等の写し

（車両購入の場合）」の提出を依頼しますので、記入の上、必ずご提出ください。 

★車両購入は、下記①～④のいずれかに該当する（事業用であることが客観的に明らかである場合）に申込み可能です。 

① トラック、タクシー等（緑ナンバー等）② 工事・福祉用車両（パワーショベル等）③ 商用車（ナンバーが 1(普通貨物）、2(11 人以

上普通乗用）、4(小型貨物)であること。）、④車検登録が法人名である 


